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新しいエネルギー政策における安全保障と⾃自給率の限界 
原⼦子⼒力力と⾃自然エネルギーはともにエネルギー⾃自給の⽬目的には貢献しない 
 
2012/08/18 オピニオン エネルギー政策  久保⽥田 宏 

東京⼯工業⼤大学名誉教授  
 
 東京電⼒力力福島第⼀一原⼦子⼒力力発電所（以下、福島原発と略記）の事故の起こる前（2010 年）に制定された旧エネ
ルギー基本計画（⽂文献 1 参照）のなかで、原⼦子⼒力力は国産エネルギーとして位置づけられ、エネルギー資源の全量
に近い量を輸⼊入に頼らなければならない⽇日本において、エネルギーの安全保障のために、重要な役割を果たすと
されてきた。 
 本来、地球温暖化防⽌止のためのCO2 排出削減を⽬目的として、国の⼤大きな財政的⽀支援を得て進められてきた⾃自然
エネルギー（国産の再⽣生可能エネルギー）電⼒力力の⽣生産は、福島原発事故後、原発電⼒力力代替の国産電⼒力力の⽣生産に、
その⽬目的が変更されたと⾔言ってよい。すなわち、脱原発を訴える⼈人々は、多少お⾦金金がかかっても、⾃自然エネルギ
ーを利⽤用すれば原発は要らないと叫ぶ。⼀一⽅方、国⺠民の⽣生活に必要な電⼒力力需要を満たすためには原発の存続が必要
だと訴える⼈人々は、⾃自然エネルギーでは、とても原発電⼒力力の代替にはなり得ないと主張する。しかし、両者の主
張を裏付ける科学的なデータは明らかにされていないと⾔言ってよい。 
 
⽇日本におけるエネルギー⾃自給率に及ぼす原⼦子⼒力力の役割 
 
 原⼦子⼒力力を国産のエネルギーと定義したのは、どうやら、IEA（国際エネルギー機関）のようである。IEA の統
計データ（⽂文献 2）から、現状（2010 年）の各国の⼀一次エネルギー⾃自給率の値を図 1 に⽰示した。ここで、⼀一次
エネルギー⾃自給率としたのは、⾃自給率の対象となるエネルギー資源量の値は、エネルギー経済統計データのなか
で、⼀一次エネルギー消費量で表されているからである。図 1 には同時に、原⼦子⼒力力を国産とみなさなかった場合の
⾃自給率の値も⽰示した。この図から、資源⼩小国⽇日本では、原⼦子⼒力力に依存している現状の⼀一次エネルギー⾃自給率でも
19.9 % に⽌止まり、原⼦子⼒力力の貢献を考慮しない場合には僅か4.5 % にしかならないことが判る。 
 エネルギーとしての利⽤用形態が電⼒力力に限定されると⾔言ってよい原⼦子⼒力力の⼀一次エネルギー⾃自給率への寄与が⼩小さ
いのは、エネルギー利⽤用形態としての電⼒力力は、現状では、国内の⼀一次エネルギー消費の約半分でしかないから、
残り半分の電⼒力力以外の⼀一次エネルギー消費が、これからも当分の間は化⽯石燃料で賄われなければならないためで
ある。この電⼒力力が⼀一次エネルギー消費の半分程度しか占めない状態は、世界各国でもほぼ同じで、図１にみられ
るように、各国の原⼦子⼒力力のエネルギー⾃自給率への寄与は⼩小さく、国際機関としての IEA が、何を⽬目的として原⼦子
⼒力力を国産エネルギーとして位置づけたのか、その意図は不明と⾔言ってよい。 
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エネルギー⾃自給率向上のためには、そのエネルギーが再⽣生可能でなければならない 
 
 確かに現代⽂文明社会を⽀支えている化⽯石燃料のほぼ全量を輸⼊入に頼っている⽇日本で、国産エネルギーへの依存率
を⾼高めていくことは、⽇日本経済の将来にとって必要であろう。 
 原⼦子⼒力力、あるいはその代替として期待されている⾃自然エネルギーが国産エネルギーであり続けるためには、そ
れが再⽣生可能でなければならない。ここで、「エネルギーの再⽣生可能」とは、その⽣生産設備で産出したエネルギー
の⼀一部を⽤用いて再び元のエネルギー⽣生産設備が製造でき、この設備により、エネルギーを 100 % 再⽣生できるこ
とであろう。すなわち、このエネルギー再⽣生可能の条件は、対象となるエネルギー⽣生産設備に対して、次式で表
わされる「有効国産エネルギー⽐比率 i 」の値が1 でなければならない。 

i = 1 ‐（投⼊入エネルギー）/ ( 産出エネルギー)   ( 1 ) 

 ここで、（産出エネルギー）とは、エネルギー⽣生産設備がその設備の使⽤用可能期間（設備の寿命）中に産出する
エネルギーの総量である。また、（投⼊入エネルギー）とは、このエネルギー⽣生産設備の製造・使⽤用の際に必要な労
働⼒力力も含むエネルギー消費の総量である。 
 IEA は、先に述べたように、原発でも、⾃自然エネルギー⽣生産設備でも、発⽣生したエネルギーの全量（100%）
が国産のエネルギーとして有効に利⽤用できる、すなわち、i = 1 と仮定しているが、実際のエネルギー⽣生産設備
では、i < 1 となる。 
 

図1 各国のエネルギー⾃自給率の値と原⼦子⼒力力の寄与（⽂文献2 のデータから作成） 
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果たして原⼦子⼒力力はエネルギー⾃自給率の向上のために貢献するであろうか？ 
 
 いま、原発の設備製造関連費⽤用を150 万円/kW-設備と推定し、40年間設備を稼働し、この間の平均の設備稼
働率を70 % とすると、設備能⼒力力 1 kW 当たりの 

（産出エネルギー） = （ 1 kW ）× (8,760 h/年) ×（ 40 年）×（0.70 ） 
= 24.36 万 kWh ＝20,950 万 kcal 

となる。⼀一⽅方、設備製造・使⽤用関連の投⼊入エネルギーは、同じく設備能⼒力力 1 kW当たり、 
（投⼊入エネルギー）＝（150 万円/kW ）×（9.45 kcal/円）＝1,418 万 kcal 

と概算される。ただし、（9.45 kcal/円）は、設備の製造・使⽤用に関わる費⽤用（円）当たりに消費される⼀一次エネ
ルギー（kcal）消費量の筆者による換算係数の値である（⽂文献3 参照）。 
 したがって、 ( 1 ) 式から、この150万円/kW-設備 で建設・使⽤用される原発の「有効国産エネルギー⽐比率 i 」
の値は、 

i = 1 ‒ ( 1,414 ) / ( 20,950 ) = 0.932 
と計算される。 
 この iの値からは、⼀一部、化⽯石燃料の⼒力力を借りることで、この原発を何とか再⽣生可能な国産エネルギー⽣生産設備
として、⻑⾧長期間、使い続けることが可能なように⾒見見える。しかし、この推算値は、原⼦子⼒力力の「安全神話」の条件
が完全に成⽴立立し、事故が絶対に起こらないことを前提として、事故が起こった場合の社会的な損失⾦金金額等を含ん
でいない上に、さらに、より基本的な問題として、核燃料サイクルが実現できる（燃料が無限に存在する）と仮
定した、いわば理想的な場合を想定した値である。 
 しかし、実際には、燃料ウランの確認埋蔵量 R を、現状のウランの⽣生産量（消費量）P で割ったウランの可採
年数 R/P の値は、2008 年末の値で、ウランの⽣生産コストを最⾼高の 260 ﾄﾞﾙ/kg 未満とした場合でも 78.5 年
で（⽂文献 2）、⽯石炭の R/P の 120 年の 2/3 程度であるから、核燃料廃棄物の処理、処分の⽅方法が確⽴立立されてい
ない現状では、燃料が再⽣生可能（無限に存在する）とした( 1 ) 式の成⽴立立条件が満たされないことになる。すなわ
ち、この場合、( 1 ) 式を⽤用いて計算される原発の継続使⽤用による「有効国産エネルギー⽐比率 i 」の値⾃自体が科学
的な根拠を持ち得ないことになる。 
 以上、結論として、先に i = 1 を仮定して図1 に⽰示した⾃自給率の⼩小さい値とともに、原⼦子⼒力力エネルギーを国産
エネルギーとして位置づけることで、そのエネルギー安全保障への貢献を訴えることは、科学的に合理性を⽋欠く
と⾔言わざるをえない。 
 
⾃自然エネルギーの国産利⽤用での⼤大きな制約 
 
 太陽光、⾵風⼒力力、⽔水⼒力力、地熱などの⾃自然エネルギーを国産エネルギーとみなすことには、そのエネルギー源がい
わば無限に近く存在することから、上記の原⼦子⼒力力エネルギーに較べれば、確実に現実的と⾔言える。しかしながら、
国⼟土の狭い⽇日本では、その地勢学的条件等により影響される発電設備の導⼊入可能量（ポテンシャル）には、かな
り⼤大きな制約があることも厳しく認識されなければならない。 
 国内における各種⾃自然エネルギーによる発電設備の導⼊入可能（ポテンシャル）量については、環境省による詳
細な委託調査研究結果が報告されている（⽂文献 4 ）。この報告書に与えられた各⾃自然エネルギー発電設備導⼊入可
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能量、および設備利⽤用率の値を⽤用い、次式 
（発電可能量）＝（発電設備導⼊入可能量）×（設備利⽤用率） ( 2 ) 

により、それぞれの設備の発電可能量の推定値を概算し、さらに、現状（2010 年）の発電量に対する⽐比率の値
を発電可能量⽐比率として表1 に⽰示した。ただし、ここでの値は、各設備について経済性を無視して実⽤用化を図っ
た場合の発電可能量の⾔言わば最⼤大値である。同じ表 1 中には、さらに、今回（2012 年 7⽉月から）実施されるよ
うになった⾃自然エネルギーの利⽤用・普及を推進するための発電量の固定価格買取（FIT）制度を適⽤用して、市販電
⼒力力料⾦金金の値上げの形で経済的な負担を国⺠民に強いた場合の設備可能量の値から( 2 ) 式を⽤用いて計算した発電量、
および、その現状（2010 年）国内発電量に対する⽐比率の推定値も⽰示してある。計算の条件、各エネルギー源の
設備の設置条件、さらには FIT 制度導⼊入での電⼒力力会社による買⼊入価格等、推定計算の根拠等の詳細については⽂文
献5 を参照されたい。 
 

 この表 1 に⾒見見られるように、いま、⽇日本で⾃自然エネルギーとして最も⼤大きな期待を集めている太陽光発電が、
現状では、FIT 制度を利⽤用してその普及を推進しようとしても、その導⼊入可能量がゼロと、厳しく評価されてい
ることに注意したい。これは、表中に同時に⽰示した( 1 ) 式を⽤用いて計算した有効国産エネルギー⽐比率 i の 51 %
という⼩小さい値とともに、太陽光発電は、市販の電⼒力力網を通しての国産電⼒力力としての量的な貢献がゼロに近いこ
とを明確に⽰示している。 
 また、この表 1 から、中⼩小⽔水⼒力力や地熱についても、FIT 制度による⽀支援を受けても、国内の発電可能量は現状
の電⼒力力需要量に対してかなり⼩小さい。唯⼀一、可能性のあるのは、⾵風⼒力力（陸上）発電であることが判る。しかし、
この⾵風⼒力力（陸上）についても、その⽴立立地が電⼒力力の主な需要地から遠く離れた北海道や東北地⽅方などに限られ、送
電網の設置には相当の時間と費⽤用がかかる。 
 以上、結論として、現状の原発分の電⼒力力を⾃自然エネルギー電⼒力力で置き換えるためには、極めて⼤大きな制約があ
ると⾔言わざるをえない。 
 
 
 
 

表１ ⾃自然エネルギーのエネルギー源種類別の発電可能量と現状（2010年）の国内総発電量に対する⽐比率の計算値 
（⽂文献 4 に与えられた発電設備導⼊入可能量のデータを基に発電可能量を計算した。計算根拠等の詳細については、⽂文献 5 を参照され
たい） 

*１； FIT 制度を導⼊入した場合の設備導⼊入可能量、および、それを基に( 2 )式から計算した発電可能量、同対現状発電量⽐比率の値を 
   カッコ内の数値として⽰示した。 
*２； 有効国産エネルギー⽐比率 iの略。 
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国産電⼒力力の⾃自給を当⾯面はあきらめて、⽯石炭⽕火⼒力力に頼るのが現実的な対応である 
 
 旧エネルギー基本計画（⽂文献 1）の中で、エネルギー⾃自給率の向上ためとして使⽤用されてきた原発電⼒力力、さら
にその代替としての⾃自然エネルギー（国産の再⽣生可能エネルギー）の使⽤用は、上記したように、その⽬目的に対し
て、現状においても、将来的にも、その⽬目的達成が困難なことは明⽩白である。 
 いま、国産電⼒力力の⾃自給に拘らなければ、⽯石油危機以来、最も安価で安定な電⼒力力の⽣生産が保証されてきた⽯石炭⽕火
⼒力力が利⽤用できる。1980 年代以降の原油価格の低落に助けられた経済成⻑⾧長の継続で、⾼高い電⼒力力料⾦金金を可能にした
国内事情から、電⼒力力⽣生産のコストを無視した原⼦子⼒力力エネルギー政策が推進され、さらには、1990 年代半ばから
始まった「エコ神話（地球温暖化の防⽌止のためには経済性を無視しても⽇日本のCO2 排出量を削減しなければなら
ない）」の盲信から、電⼒力力⽣生産での CO2 を多量に排出するとされる⽯石炭⽕火⼒力力発電設備の建設が⼤大幅に停滞してい
た中で起こったのが福島原発の事故であった。この事故の起こる前から始まっていた世界経済恐慌に伴う⽇日本経
済の苦境を緩和するとともに、⼤大震災からの復興の原動⼒力力ともなる電⼒力力の確保のためには、電⼒力力の⽣生産に、世界
各国と同様、現状で最も安価な⽯石炭⽕火⼒力力発電を使う体制を構築することが急がれなければならない。しかも、⽇日
本には、世界⼀一優れた⽯石炭⽕火⼒力力発電の技術がある。この技術を、新興途上国に移転することで、世界の省エネ政
策にも⼤大きく貢献することもできる。 
 
 いま、政府は、福島原発事故以降の「国⺠民の⽣生活を守るために必要な電⼒力力（野⽥田⾸首相）」を確保するための原発
電⼒力力代替が⾃自然エネルギー電⼒力力であると勝⼿手に決め付けた上で、原発⽐比率を低くするほど、国⺠民の経済的な負担
が⼤大きくなるとの政府作成の資料を添付した三つの「原発⽐比率」の選択肢案を国⺠民に提⽰示し、これに対する討論
型世論調査と称する⽅方法の結果を参考にして、新しいエネルギー政策の中での「原発⽐比率」を決めようとしてい
る（⽂文献 6 参照）。しかし、⾃自然エネルギー電⼒力力の利⽤用では、上記したように、現状でも、また政府が⽬目標とし
ている2030 年の時点でも、量的にも、また経済的にも、原発電⼒力力の代替にならないことは明⽩白である。これに
対して、原発電⼒力力の代替が⾃自然エネルギーでなければならないとの政府が勝⼿手に決めた制約条件を外せば、現状
で、最も安価で、安定供給の可能な⽯石炭⽕火⼒力力が利⽤用できる。すなわち、原発代替を⽯石炭⽕火⼒力力とした上で、「原発⽐比
率」を決めるとする新たな選択肢を、国⺠民に提⽰示した上で、改めて国⺠民の意⾒見見を聞くべきである。これこそが、
澤が主張する「知らないではすまされないエネルギー問題（⽂文献7）」を正しく知った上での国⺠民による「原発⽐比
率」の選択でなければならない。 
 
 地球が⼤大変なことになるから、お⾦金金をかけても、いますぐ⾃自然エネルギーを利⽤用すべきだとする「エコ神話」
への盲信によって嫌われものになってきた⽯石炭であるが、どうやら地球の寒冷化が始まるとの学説も出てきて、
地球温暖化のCO2 原因説には⻩黄⾊色信号が灯って、「エコ神話」が崩壊しようとしている。いや、「エコ神話」が崩
壊しなくとも、世界のCO2 の 4 % 程度しか排出していない⽇日本が、CO2 の排出にお⾦金金をかけても地球は救えな
い。⽇日本の経済の現状を考えるときに、新しいエネルギー政策の最優先課題は経済性である（⽂文献7）。⽯石炭⽕火⼒力力
を使えば、当⾯面、電⼒力力供給の不安を解消して、福島原発の厳しい現実から国⺠民の多くのが希望している原発廃⽌止
の実現も可能となる。 
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